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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に、配向膜を介して固定化された液晶材料からなる位相差制御層を有する位相差
制御部材を製造する方法であって、
　基材上に配向膜を形成する工程と、
　前記配向膜上に液晶材料を設け、その液晶材料に配向規制力を与えて、位相差制御層を
形成する工程と、を少なくとも含んでなり、
　前記液晶材料に配向規制力を与える手段が、平行化された偏光光を前記配向膜に対して
鉛直方向から照射する光配向法により行われることを特徴とする、位相差制御部材の製造
方法。
【請求項２】
　前記配向膜と位相差制御層との界面に存在する液晶分子の基材に対する角度が、実質的
に０度である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記位相差制御層が正の複屈折特性を有し、かつその光学軸が位相差制御層平面に対し
て平行である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記位相差制御層が、第１位相差制御層と第２位相差制御層とがこの順で積層されたも
のであり、前記第１位相差制御層が正の複屈折特性を有し、かつその光学軸が第１位相差
制御層の平面に対して平行であり、前記第２位相差制御層が負の複屈折特性を有し、かつ
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その光学軸が第２位相差制御層の平面に対して垂直である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記位相差制御層が、第１位相差制御層と第２位相差制御層とがこの順で積層されたも
のであり、前記第１位相差制御層が正の複屈折特性を有し、かつその光学軸が第１位相差
制御層の平面に対して平行であり、前記第２位相差制御層が正の複屈折特性を有し、かつ
その光学軸が第２位相差制御層の平面に対して垂直である、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記位相差制御層が、紫外線により硬化可能な液晶材料からなる、請求項１～５のいず
れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、視野角度に対する対称性に優れ、光学補償が可能な液晶材料からなる位相差
制御部材およびその製造方法、並びにそれを備える液晶ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラー液晶ディスプレイ（以下ＬＣＤとも記す。）は、薄型、軽量、省消費電力、フリ
ッカーレスといった特徴を有し、ノートパソコンを中心にその市場が急速に拡大している
。近年、こうしたPC用ディスプレイとして、ノートパソコンに比べてより大型のデスクト
ップ用モニターの需要が増している。またＰＣ用のみならず、従来ＣＲＴが主流であった
ＴＶ向けにもＬＣＤが利用されるようになってきた。
【０００３】
　ＬＣＤ特有の問題点として、視野角度が狭いという問題がある。この問題は、斜め方向
からＬＣＤを観察した場合に、本来黒を表示すべき画素から光漏れが生じることに起因す
るものである。この光漏れのためにコントラストの反転が生じ、正しい表示が出来なくな
り、その結果、視野角度が狭められる。
【０００４】
　このような問題点を解決するために、位相差フィルムを用いた視野角度の広いＬＣＤが
提案されている。位相差フィルムは、直線偏光板と組み合わせて種々の偏光状態を作り出
すためにも用いられるものである。例えば、円偏光は、一般的には直線偏光板とλ／４位
相差板との組合せにより構成することができる。
【０００５】
　これらの位相差フィルムには、従来、一軸延伸等の延伸処理を施したポリカーボネート
フィルム等の透明高分子フィルムが使用されてきたが、その他にも、屈折率異方性を有す
る液晶材料に一定の規則性をもたせて配向・固定化したものも使用することができる。液
晶材料を用いた位相差フィルムにおいては、液晶分子の配向制御により、正および負のＡ
プレート、正および負のＣプレート、並びに、配向状態が連続的に変化したハイブリッド
配向の位相差層、を構成することができる（例えば、特開平１１－１５３７１２号公報：
特許文献１参照）。
【０００６】
　液晶分子を基材に対して一軸方向に水平配向させるためには、配向処理を施した配向膜
を必要とする。配向膜としては、通常、ラビング処理を施したポリイミド膜が広く用いら
れている。ラビング処理を施した配向膜上で、液晶分子がそのラビング方向に配向する際
に、基材に対してラビング方向に液晶分子の端が持ち上がるようにして、プレチルト角度
（液晶分子の基材に対する角度）が発生する。このプレチルト角度は、電圧印加時に液晶
分子の立ち上がる方向を一方向に揃える重要な役割を担うものであるため、液晶分子にプ
レチルト角度が存在することが必須であると同時に、その角度を制御することが不可欠と
なる。
【０００７】
　しかしながら、固定化された液晶材料を位相差制御部材として用いる場合、液晶分子に
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プレチルト角度が存在すると、進相軸以外の方向に視野角度を変化させた場合、位相差量
の変化は、鉛直方向を中心として非対称になる。特に、液晶分子の光学軸方向に視野角度
を変化させた場合、位相差量変化の非対称性が最も顕著となる。
【０００８】
　すなわち、従来のラビング法による配向膜の形成方法においては、図２に示すように、
基材２１上に配向膜２２を塗布し（図２（ａ））、ラビングローラー２３等により配向膜
をラビングし（図２（ｂ））、次いでラビング処理した配向膜上に液晶材料を塗布する。
液晶分子２４はラビングローラー２３の回転方向に対して、プレチルト角度θを生じて配
向される（図２（ｃ））。
【０００９】
　そのため、進相軸以外の方向に観察角度を変化させて位相差量を測定した場合、０°（
鉛直方向）に対して非対称な位相差量となる。特に、遅相軸方向に観察角度を変化させて
位相差量を測定した場合は、位相差量の非対称性が最も高くなる。そのため、プレチルト
角度θを有する液晶材料からなる位相差制御部材を適用した液晶ディスプレイ装置におい
ては、進相軸方向で観察角度を変化させた場合以外は、表示画像が異なるといった問題が
ある。
【００１０】
　また、プレチルト角度は膜厚方向にも伝播するため、位相差層が複数の液晶層を積層し
たものである場合、液晶層の界面での配向に悪影響を及ぼす。
【００１１】
　斜めからの視野角度補償を行うため、必要な位相差量を計算して位相差制御部材を設計
する必要があるが、視野角度の対称性が劣ると、いずれか一方向のみでしか所望の位相差
量を実現できす、十分に広い視野角度を実現できる位相差制御部材を得ることができない
。
【００１２】
　また、大型液晶テレビにおいては、大面積に起因する表示面内での視野角度特性のため
、視野角度の対称性が特に問題となる。
【特許文献１】特開平１１－１５３７１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明者らは、今般、位相差制御部材を構成する液晶分子のプレチルト角度が実質的に
０°であれば、上記した位相差非対称性が発生しない、という知見を得た。本発明はかか
る知見に基づくものである。
【００１４】
　従って、本発明の目的は、広い視野角度を有する液晶ディスプレイ装置を実現できる、
位相差対称性に優れかつ光学補償が可能な位相差制御部材およその製造方法を提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　そして、本発明による位相差制御部材は、基材上に、配向膜を介して固定化された液晶
材料からなる位相差制御層を有する位相差制御部材であって、
　前記配向膜と位相差制御層との界面に存在する液晶分子の基材に対する角度が、実質的
に０度であることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、本発明による相差制御部材の製造方法は、基材上に配向膜を形成する工程と、
　前記配向膜上に液晶材料を設け、その液晶材料に配向規制力を与えて、位相差制御層を
形成する工程と、を少なくとも含んでなり、
　前記液晶材料に配向規制力を与える手段が、平行化された偏向光を前記配向膜に対して
鉛直方向から照射する光配向法により行われる、ことを特徴とするものである。
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【００１７】
　なお、本発明において、「プレチルト角度が実質的に０°である」とは、微視的に観察
すれば、液晶分子は基材表面に対して極く僅かに傾斜しているが、その傾斜の立ち上がり
方向には規則性が無いため巨視的に観察すれば各々の立ち上がり角度が相殺され、０°と
して観察されることを意味する。
【００１８】
　本発明の位相差制御部材によれば、位相差部材を構成する液晶分子にプレチルト角度が
存在しないため、位相差対称性が高く、液晶ディスプレイ装置の視野角度を効果的に拡大
することができる。また、視野角の対称性に優れた液晶ディスプレイ装置を実現できる。
【００１９】
　また、本発明の方法によれば、液晶材料を用いて位相差制御部材を構成する際に、光配
向法を用い、かつ鉛直方向より紫外線照射することにより、プレチルト角度が実質的に０
°である位相差層を形成することができる。そのため、遅相軸方向に観察角度を変化させ
て位相差量を測定した場合に、対称性の高い位相差制御が可能となり、より高精度な光学
補償ができる位相差制御部材が得られる。
【００２０】
　さらに、本発明の位相差制御部材は、カラーフィルタと直接積層構造とすることにより
、従来のフィルム型位相差制御部材で問題であった経時的な収縮や剥がれの問題が発生し
ない、高性能な位相差制御部材を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照にして詳細に説明する。
【００２２】
　本発明の位相差制御部材は、基材上に配向膜を介して位相差制御層が設けられた構造を
有する。以下、本発明の位相差制御部材を構成する各層について説明する。
【００２３】
　基材
　図１（ａ）に示すように、配向膜１２を形成する基材１１としては、ガラス、石英等の
ガラス基板やシリコン等の無機基材か、有機基材からなる。
【００２４】
　有機基材としては、ポリメチルメタクリレート等のアクリル、ポリアミド、ポリアセタ
ール、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ
レート、トリアセチルセルロース、シンジオタクティック・ポリスチレン、ポリフェニレ
ンサルファイド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、フッ素樹脂、ポリ
エーテルニトリル、ポリカーボネート、変性ポリフェニレンエーテル、ポリシクロヘキセ
ン、ポリノルボルネン系樹脂、ポリサルホン、ポリエーテルサルホン、ポリサルホン、ポ
リアリレート、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、熱可塑性ポリイミド等からなる
プラスチック基板やフィルム等が挙げられるが、これらに限定されるものではなく、一般
的なプラスチックフィルム等も使用できる。
【００２５】
　さらに、基材として、上記のガラス基板、プラスチック基板、フィルム上にカラーフィ
ルタを設けた基板を使用することもできる。
【００２６】
　基材１１の厚みは、特に限定されるものではなく、用途に応じた厚みの基材を使用でき
、例えば厚み１ｎｍ～５μｍ程度のものを使用できる。
【００２７】
　カラーフィルタを設けた基板も基材として用いることができ、例えば、カラーフィルタ
上に配向膜を設け、次いで液晶材料からなる位相差制御層を積層形成しても良い。
【００２８】
　配向膜
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　本発明に使用される配向膜は、以下のような方法によって形成できる。配向膜材料を溶
剤に溶解した溶液を調製し、基材１１上にスピンコート法、フレキソ印刷法等により塗布
して塗布膜を形成した後、この塗布膜の溶剤を除去し、未配向の配向膜を形成する。次に
、配向膜を配向させる。本発明においては、液晶分子のプレチルト角度を実質的に０°と
させる配向方法として、光配向法、およびラビング方向に対して垂直方向に配列するラビ
ング手法が挙げられる。
【００２９】
　図１（ｂ）は、光配向法により配向膜を配向する工程を示したものである。基材１１上
の配向膜１２に平行化した偏光光（紫外線）１３を照射し、光配向法により配向膜１２を
配向する。本発明において、光配向法による配向方法は、その反応機構により、光異性化
型と光反応型とに大別でき、光反応型はさらに二量化、分解型、結合型等に細分すること
ができる。
【００３０】
　光異性化型の一例としては、シス－トランス変化をするアゾベンゼンが挙げられる。こ
こで、アゾベンゼンはその分子軸に平行な電場ベクトルの紫外線を吸収し、トランス体か
らシス体へと変化する。液晶分子はトランス体のアゾベンゼンに対して平行に配列するた
め、紫外線の偏光方向と垂直方向とに配向することになる。そのため、プレチルト角度が
実質的に０°である配向膜を作製することができる。
【００３１】
　光反応型としては、ポリビニルシンナメートの二量化、ポリイミド樹脂の分解型、ベン
ゾフェノン骨格を有するポリイミドの結合型等が挙げられ、これらのいずれを用いてもプ
レチルト角度が０°である配向膜を作製することができる。
【００３２】
　液晶分子のプレチルト角度を実質的に０°とさせる他の配向方法としては、ラビング方
向に対して垂直方向に配列するラビング手法が挙げられる。
【００３３】
　この方法に用いた配向膜としては、一例として、特開２００２－６２４２７号公報、特
開平２００２－２６８０６８号公報に開示されているような公知のものを使用することが
できる。すなわち、変性ポリビニルアルコールや、側鎖にカルバゾール骨格を有するポリ
イミドまたはポリアミック酸を用いることにより、液晶分子のプレチルト角度が実質的に
０°の配向膜を得ることができる。
【００３４】
　位相差制御層
　配向膜１２上に形成する位相差制御層１４として、本発明においては液晶材料を使用す
る。液晶材料は配向処理後にその配列を保持したまま、固定化する必要がある。図１（ｃ
）は、位相差制御層１４の液晶分子１５をプレチルト角度が実質的に０°の状態で配列さ
せた状態を示す。図中、液晶分子１５を模式的に拡大して示してある。
【００３５】
　次いで、液晶分子１５の配向を保持させたまま固定するが、上記の観点から、液晶材料
としては、ガラス転移温度を有し、ガラス転移温度以下ではその液晶組織を固定化できる
ような高分子液晶材料や、紫外線照射により３次元架橋して硬化可能な光重合型の液晶材
料を用いることが好ましい。
【００３６】
　紫外線照射により３次元架橋が可能なモノマー分子としては、例えば特開平７－２５８
６３８号公報や特表平１０－５０８８８２号公報で開示されているような、液晶性モノマ
ーおよびキラル化合物の混合物がある。このような光重合性液晶材料の一例としては、下
記式（Ｉ）～（XI）で表されるような化合物、またはこれら化合物を２種類以上混合した
ものを好適に使用できる。なお、下記式（XI）で表される液晶性モノマーにおいて、Ｘは
２～５（整数）であることが好ましい。
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【化１】

【００３７】
　また、カイラル剤としては、下記式（XII）～（XIV）で表される化学構造を有するカイ
ラル剤を好適に使用できる。



(7) JP 4797468 B2 2011.10.19

10

20

30

【化２】

【化３】

【００３８】
　なお、上記式（XII）および（XIII）で表されるカイラル剤において、Ｙは、下記式（i
）～（xxiv）で表される置換基から選択されるいずれか一つを表し、Ｒ４は水素またはメ
チル基を表す。また、Ｘは２～１２（整数）であることが好ましい。
【００３９】
　また、上記式（XIV）で表されるカイラル剤において、Ｘは２～５（整数）であること
が好ましい。
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【化４】

【００４０】
　位相差制御層１４を形成するには、上記のような光重合性液晶材料または高分子液晶材
料を用い、必要に応じて溶剤で溶解もしくは希釈し、スピンコーティング法、ダイコーテ
ィング法、スリットコーティング法、もしくはその他の適宜な方法により基材上に塗布し
、加熱乾燥等の方法により残存溶剤を除去する。そして、液晶材料に、プレチルト角度が
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実質的に０°の状態で配列した液晶構造を発現させる。
【００４１】
　光重合性液晶材料を用いた場合には、次に、図１（ｄ）に示すように、紫外線１６を照
射して光重合性液晶材料を重合させることにより、プレチルト角度が実質的に０°の状態
で配列した液晶構造が保持された液晶材料からなる位相差制御層１４が形成できる。
【００４２】
　本発明において、位相差制御層は、正の複屈折特性を有し、かつその光学軸が位相差制
御層の平面に対して平行であることが好ましい。
【００４３】
　本発明において、正の複屈折特性を有し、かつ光学軸が位相差制御部材の平面に平行で
ある位相差制御層上に、さらに負の複屈折特性を有し、かつ光学軸が前記位相差制御部材
の平面に垂直である第二の位相差制御層を積層させた２層構成とすることも可能である。
【００４４】
　また、本発明において、正の複屈折特性を有し、かつその光学軸が位相差制御層の平面
に対して平行である第１の位相差制御層上に、さらに正の複屈折特性を有し、かつその光
学軸が前記位相差制御層の平面に対して垂直である第二の位相差制御層を積層させた２層
構成とすることもできる。
【００４５】
　本発明の位相差制御部材は、カラーフィルタと積層された構造とすることも可能である
。例えば、カラーフィルタ上に、光軸が位相差制御層平面に対して水平な位相差制御層を
積層形成する場合には、重合性の液晶性モノマーに光重合開始剤を配合した光重合性液晶
組成物をカラーフィルタ上に一面に塗布し、紫外線露光する等により、連続した一つの層
として積層形成することができる。また、光軸が位相差制御層平面に対して垂直な位相差
制御層を積層形成する場合には、さらに重合性のキラル剤を配合した光重合性液晶組成物
を用いて、上記と同様に行なうことにより形成することができる。
【００４６】
　位相差制御部材をカラーフィルタと直接積層構造とすることにより、従来のフィルム型
位相差制御部材において問題であった経時的な収縮や剥がれが起こらず、高性能な位相差
制御部材を実現できる。
【００４７】
　位相差制御部材をカラーフィルタ上に形成する際に、下層のカラーフィルタは、赤色、
青色、緑色の各色パターンごとに厚みが異なり、表面が凹凸状態である場合がある。その
ような場合には、カラーフィルタ上に透明な平坦化層を設けて平坦化し、さらにその上に
位相差制御部材を形成するのが好ましい。
【００４８】
　また、本発明においては、位相差制御部材を形成した上にカラーフィルタを積層して形
成する形態としてもよい。
【実施例】
【００４９】
　以下、実施例により、本発明をより詳細に説明するが、本発明がこれら実施例により限
定されるものではない。
【００５０】
１．配向膜を有する基材の準備
　基材として、所定の方法により洗浄処理を施したガラス基板（１７３７材、コーニング
社製）を用い、配向膜材料としてＡＬ１２５４（ＪＳＲ社製）を用いた。このガラス基板
上に配向膜材料をフレキソ印刷により塗布し、６００Åの厚さの配向膜を形成した。
【００５１】
　次に、配向膜に偏光化した偏光紫外線を、基材に対して鉛直方向より５Ｊ／ｃｍ２で照
射し、一軸性の異方性を付与した光配向法により配向膜を形成した。
【００５２】
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　比較のため、従来のラビング処理を施した配向膜を設けた基材を作製した。
【００５３】
２．位相差制御層用インキの調製
　位相差制御層形成用の液晶材料として、紫外線硬化型である、アクリレート基を有する
ＲＭＭ３４（メルク社製）を用いた。溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテ
ルアセテートに２０重量部のＲＭＭ３４を溶解し、位相差制御層形成用組成物とした。
【００５４】
３．位相差制御層の形成
　次に、調製した位相差制御層形成用組成物を、光配向法により配向膜を形成した上記の
基材上に、スピンコーティング法を用いて塗布した。比較のため、ラビング法による配向
膜を形成した基材上にも、同一の組成物を塗布した。
【００５５】
　組成物を塗布したそれぞれの基板をホットプレート上で１００℃、５分間加熱し、残存
溶剤を除去して液晶構造を発現させた。次いで、紫外線照射を行い（５００ｍＪ／ｃｍ２

、３６５ｎｍ）、液晶構造を固定化して位相差制御層を作製した。
【００５６】
　このようにして、基材上に配向膜を介して位相差制御層を有する位相差制御部材を得た
。
【００５７】
４．位相差制御部材の位相差量の測定
　次に、上記のそれぞれの位相差制御部材を、観察角度（煽り角度）を遅相軸方向で－４
５°から＋４５°の範囲で変化させつつ、位相差量を示すリタデーション値（Ｒｅ；単位
ｎｍ）を測定した。測定には、ＲＥＴＳ－３１００ＶＡ（大塚電子社製）を用いた。測定
結果を図４、図５に示す。
【００５８】
　図４は、本発明による光配向を用いて配向膜を形成し、その上に液晶材料からなる位相
差制御層を設けた位相差制御部材の場合であり、図５は、比較とした従来のラビング法を
用いて配向膜を形成し、その上に液晶材料からなる位相差制御層を設けた位相差制御部材
の場合である。
【００５９】
　図４に示す光配向法の場合は、視野角度に対して対称な位相差特性を示している。一方
、比較とした図５に示すラビング法による配向膜では非対称になっていることが解る。こ
の結果、光配向法を用いて作製した本発明の位相差制御部材は、位相差層を構成する液晶
分子のプレチルト角度を実質的に０°にすることにより、位相差の対称性が高く、効果的
に視野角度を拡大することができた。
【００６０】
　さらに、図４に示す光配向法による本発明の位相差制御部材を用いて作製した液晶ディ
スプレイ装置は、視野角の対称性に優れた表示が得られた。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の液晶材料からなる位相差制御部材の光配向法による製造工程を説明する
断面図である。
【図２】従来のラビング法による配向膜の配向方法を説明する工程断面図である。
【図３】遅相軸方向に観察角度を０°に対して±に変化させて位相差量を測定する場合の
説明図である。
【図４】実施例における位相差制御部材の観察角度（煽り角度）を遅相軸の方向で－４５
°から＋４５°の範囲で変化させ、位相差量を示すリタデーション値（Ｒｅ；ｎｍ）を測
定した結果を示す図である。
【図５】実施例の比較とした従来のラビング法による位相差制御部材の観察角度（煽り角
度）を遅相軸の方向で－４５°から＋４５°の範囲で変化させ、位相差量を示すリタデー
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ション値（Ｒｅ；単位ｎｍ）を測定した結果を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　位相差制御部材
　１１　基材
　１２　配向膜
　１３　平行化した偏向光
　１４　液晶材料からなる位相差制御層
　１５　液晶分子
　１６　紫外線
　２１　基材
　２２　配向膜
　２３　ラビングローラー
　２４　液晶分子
　θ　　プレチルト角

【図１】 【図２】

【図３】
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